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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは情報政策課広報係☎0940（36）1055まで

●宗像市から他市区町村へ引っ越す場合（転出届）
①転出（予定）日の前後２週間を目安に、市民課窓口か大島行政センター窓口へ転
出届を提出してください。転出証明書を発行します
②転出（予定）日を過ぎると、国民健康保険、介護保険、老人医療、乳幼児医療、障害
者医療などの保険証、医療証、印鑑登録証（ふれあいカード）が使えなくなりま
すので市へ返却してください
③新住所に住み始めてから２週間以内に、新住所地の市区町村の役所で、転出証
明書を添えて転入届を提出してください

●宗像市内での引っ越し（転居届）

①転居後２週間以内に市民課窓口か大島行政センター窓口に転居届を提出して
ください
②国民健康保険、介護保険、老人医療、乳幼児医療、障害者医療などの保険証、医療
証の住所変更が必要です。窓口に持参してください

●他市区町村から宗像市へ引っ越して来た場合（転入届）

①住み始めてから２週間以内に、市民課窓口か大島行政センター窓口に最終住民
登録地の市区町村が発行した転出証明書を添えて転入届を提出してください

②転入届の提出時には、次のことも市民課窓口で手続きできます
▽公立小・中学校への転校　▽国民健康保険、後期高齢者医療、障害者医療、介護
保険、国民年金、上下水道、自治会への加入　▽印鑑登録

■問い合わせ先　市民課　☎（36）１１２６

問い合わせ先 業務内容 備　　考

市民課
☎（36）1126

住民異動届（注）

（注）他市町村への照会などが必要な場合は、預
かりのみ

印鑑登録

外国人登録
戸籍届（注）
諸証明発行

国保医療課
☎（36）1363

国保被保険者証
転入手続きのみ。被保険者証の交付は翌日郵送
(当日医療機関に行く場合のみ、即日交付) 

乳幼児医療証 ▽転入＝手続きのみ実施し、被保険者証の交付
は翌日郵送（当日医療機関に行く場合のみ、
即日交付）

▽転出＝医療受給資格認定済証明書を交付
障害者医療証

国保税精算 転出による精算

税務課
☎（36）7351

税務証明書発行
所得証明、課税証明、固定資産証明、納税証明
＊印鑑と本人確認ができるもの（免許証、健康保
険証など）を持参。本人以外は委任状が必要

教育政策課
☎（36）5099

区域外通学申請
本館１階・市民課フロア内で受付

入学通知書交付

　毎年３月と４月は、就職や転勤などで住民異動の
件数が最も多くなります。昨年１年間の転出・転居・
転入届6,842件のうち、３月と４月だけで年間の
約３分の１に当たる2,126件の届け出がありまし
た。住民異動の際は、次のことに注意してください。

届け出は２週間以内に
転出や転入が増える季節

３月21日（月・祝）、同27日（日）、４月３日（日）

市役所の窓口を開けます
　市では、転入や転出の増える時期に合わせて、試験的に市民課などの窓口を
開設。当日受付できる業務は表のとおりです。詳しくは広報紙３月１日号を。
＊他市町村などの関係機関に照会が必要となる業務は当日受付不可
＊そのほかの手続きが必要な人は、事前に担当課へ問い合わせを
＊市役所裏門（西門）は施錠されています。表門（正面玄関側）の利用を
●開設時間　いずれの日も10：00〜14：00
■問い合わせ先　総務課　☎（36）５０５０
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